




８病理解剖料

ロ臨時給与168,924×舟-126693×50＝633,465×士52789(B｜

｢護:Ｉ誼iii激11薊ト

ド仙者人件費３０号雲云12-(器;手)‐L606(時間給与）

(1)病理解剖に必要とする費用を算出

(2)医師（病理学），主持医，病理補助者，看護婦等病理解剖に立会う職員

の人件費をもとに算出，給与費は53年４月民間給与実態調査による。

(3)解剖に要する時間を６時間として算出

小定期給一學侍:↓;:::W}[…－－－－－側
･臨時給与L772257x品-1240580×50＝`202900

6202900×h-516eO8-………………－………－…ＩＢｌ

罫;利ijliｮ:ＤＪに:〕…一退職給与引当金Ｌ240580×ｶｰ103882

医師1人１月当り人件費lD1+IEI-al55949x合一L577.975

医師人件費Ｌ57全’二五12-(l筈蒜O)＿…(時間給与〕

￣

･
￣

(看護婦）重症患者看護加算による看護婦給与を用いた。

看護婦1人１月当り人件費319,637

１日の所定労働時間計算退院時栄養指導料と同じ

看護婦人件費319,637×１２＝（3,835,644）＝１，６７６
５２×４４＝（2,288）

１，６７６×６時間＝１０，０５６

(時間給与）

人件費計119,004円

経費等１７，８５１円

計１３６８５５円

－２０－－１９－



2．第二次救急医療体制、とくに、病院群輪番制病院に

対する運営費（現行58,600円）を引上げること。

3．同じく、施設整備における補助基準面積（現行１５０

㎡）の拡張及び、設備整備費における補助基準額（現

行20,000千円）を引上げること。

要望書

昭和52年７月、厚生省は救急医療対策事業実施要綱を

定め、爾来、救急医療体制の確立に努力されていること

は、わたくしたち病院関係者として、敬意を表するもの

であります。

ご承知のとおり、救急医療体制の整備は国民的要望で

あり、病院組織医療に携わるものとして、この整備には

鋭意努力を重ねているところであります。

しかし左から、現行診療報酬体系下において、病院の

努力のみでは、到底、万全を期すことが困難なことは、

貴職のよく理解されるところと存じます。

ついて、わたくしたちは、貴省において策定された救

急医療対策の実効を挙げ、これを一層推進するために、

下記事項が実現できるよう要望いたします。

昭和５４年５月２日

厚生大臣

橋本龍太郎殿岳
◎
囚

社団法人日本病院会

会長左奈田幸夫

記

1．今年度で最終年次となる「救急医療対策事業」の計

画をさらに延長すること。



昭和 54年 5月2日

社団法人 日本病院会

会長 左奈田 幸 夫

厚 生 大 臣

橋 本 龍太郎 殿

昭和55年度税制改正要望事項

-

)
0
3

-

わが国における病院経営 は国民皆保険下の社会保険診

療収入 によって運営 され､極めて高い公共性が要請 され

て1,Lります｡

しか しをが ら､税制面にあ っては営利 を目的 とする一

般企業 と同等に取扱われ､医療 の公共性が必 らず Lも反

映 しているとは云い難い実情 にあ ります｡

ついては､医療経営 の健全化 を図 り､国民医療 の維持

発展に寄与するため､昭和55年度の税制改正において､

下記事項が実現 されますよう格段 の ご配慮を要望いた L

ます｡

記

1. 国 税 関 係

(1) 所得税､法人税関係

1)剰余金の配当禁止をされている医療法人について公益

法人並の法人税率を適用すること｡

2)全国厚生農業協同組合連合会の行 う医療保険業を収益

業か ら除外すること｡

3)既存建築のス70リンクラー装置につ いての特別償却を

従前どおり3分の 1に引き上げること｡

4)スプ リンクラー装置の設置を必要 としない3.000平方

米以下の面積を有する病院にあっても､スプ リンクラ

ー装置の代替として設置する消防用設備 については特

別償却の範囲に含めること｡

5)救急医療のため､下記の税制措置を講ずること｡

ィ､救急医療の拡充を図るため救急医療準備金制度を設

ける｡

ロ､救急医療のための補助金を非課税扱いとする｡

6)不測の医療紛争発生に対 し､特別引当金制度を創設す

ること｡

7)病院建物および付属設備の法定耐用年数を短縮するこ

と｡

8)医療機器の法定耐用年数を短縮すること｡

法66条

令 5条

措置法11条､43条

令6条､28粂

同 上



(4)土地保有税関係

病院が看護婦等の養成施設設置の用に供するため保有し

ている土地については特別土地保有税を非課税とするこ

と。

(2)相続税関係

１）医療相続人か継続して医業の用に供する土地、建物に

係る相続税について、納税猶予制度（20年経過する日

まで使用する場合、一定要件に該当するとき、納税猶

予分の相続税免除の規定を含む）を創設すること。

地方税法５８６条

(5)電気税・ガス税関係

病院並びに看護婦等、養成施設等において直接教育の用

に供する電気およびガスについて、それぞれ電気税、ガ

ス税を非課税とする。

(3)間接税

ｌ）看護婦養成等医療従事者の養成施設において直接教育

の用に供する映写機等の機器・機材については物品税

を免除すること。

地方税法４８９条

の２物品税22条、

別表第３

2．地方税関係

(1)事業税関係

１）事業税の課税標準額の計算方法は各都道府県間で区々

なばかりか、同一都道府県内においても異なっている

実情にある。

課税の公平をはかるため、現状において最も合理的

であり、簡易な方法で計算できる東京方式で全国を統

一すること。

］
。
』

(2)固定資産税関係

医療遂行のための必要に応じて、病院に近接して建築さ

れた医師ならびに従業員宿舎について、固定資産税を非

課税とすること。

(3)不動産取得税関係

上記固定資産税を非課税とする不動産取得にあたっては、

不動産取得税を免除とすること。

地方税法３４８条



企業組合は、本質的に個人企業の集合体であり、その利益配

当、持分の還元も、医療法人のそれと著しく性格を異にしてい

ます。

一般的には、その譲渡は禁止されていませんか、配当が不可

能であるため流通性は乏しく、相続税納付の源資は、医療法人

を中途退社するか、解散するかしたければ、調達は困難となる

状況下にあり、且つ、それも配当とみたされ、その年度の課税

所得として強度の罵進税率の適用を受けざるを得ません。

医療法人の出資持分の相続に際して、その事業の継続を著し

く阻害する結果とたっているため、中途退社或いは解散時の帰

属権しかない財産の性格に適合した評価方法の適用を設けてい

ただきたいのであり玄す。

昭和５４年６月１５日

厚生大臣

橋本龍太郎殿

社団法人日本病院会

会長左奈田幸夫

昭和５５年度税制改正重点要望事項

昭和５５年５月２日、既に昭和５５年度税制改正要望事項を提

出致し注したが、その後昭和５４年度税制改正の現況に鑑み、国

民医療の充実と健全を発展のため、再度、重点的に、下記事項を

昭和５５年度税制改正において、御配慮頂きたく、ここに要望い

たします。

』
。
、

(2)所得税、法人税関係

(ｲ）業種転換投資促進税制の一環として、緊急に構造改善を要

する業種に、医療保健業も含め、青色申告者に対しては、中小

企業に該当する場合、特定地域に制限することなく一般的に税

額控除の対象業種とされること。

記

上国税関係

（１）相続税関係

医療法人社団の出資持分の財産評価について、相続税法財産

評価基本通達において、剰余金配当禁止条項に相応する評価方

法として、定款に一定の記載事項を明記したときは、額面（出

資金額）によって評価する規定を設けること。

(注）昭和５４年度税制改正の状況をみるに、飲食店、公衆浴場そ

の他衛生環境業種一般にも、税額控除の途が開かれております。

構造改善の緊急度において、医療保健業は、これら業種より強

い要請下にあり、且つ、公益性にも高いものと思考致しますｂ

そのため医療保健業にも、税額控除適用の機会を与え頂きたい
(注)現在、医療法人社団の出資持分の評価は、同上通達１９６に

よる企業組合その他類似の出資持分と同一に取扱われています。



れているが、その社会保険診療報酬に係る所得の算出方法は、

各都道府県戎まちであります。その計算方法差異のため、同じ

所得で計算して６４～５倍に達する課税所得の違いが見られて

おります。

かかる、衡平でない状態は、早急に改めて、簡便で、合理性

のある方式を採用し、全国的に統一して頂きたいものです。

のであります。

(ﾛ）建物の耐用年数を短縮し、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋

コンクリート造３０年の水準に引下げること。

(注）現在、病院建物は、他の用途の建物と比較して、附属設備の

金額的比重が高まっております。国民医療の水準向上、国民の

生活水準向上に伴い、健康な生活をおくる国民に比較して、そ

の環境の充実は、その生命の維持に直接関係するからでありま

す。

したがって、建物の構造全体は、その附属設備の耐用年数に

よって、著しく影響され、全体として、物理的損耗もそれに引

ずられるものであり、且つ、機能的陳腐化も急､速であります。

よって、耐用年数を鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリ

ート造５０年の水準に短縮して頂きたいのであります。

以上

」
Ｃ
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2．地方税関係

（１）事業税関係

事業税の課税標準に対する課税計算方式は、各都道府県によ

って、区々である。

課税の全国的衡平を図るため、現状において最も合理的、簡,

便な所得金額に対する収入授分方式を採用する東京都方式で全

国を統一すること。

(注)現在、事業税の課税標準と税率は、地方税法において定めら



て事業上の供給規制か行なわれ、国民医療の円滑を遂行が阻害さ

れることを遺憾といたします。

ついては需給関係の一層緊迫化が予想される今後において、≦病

院への優先安定供給が確保されるよう貴省・庁の積極的施策策定

と業界への指導を椿ぜられることをここに強く要望いたします。

石油の優先確保に関する要望書

石油供給の削減に伴ないエネルギー需要の大半を石抽に依存し

ているわが国にあって、この需給関係の逼迫化は産業・経済活動

に深刻を影響をもたらすばかりか、国民生活にも直接波及するこ

とが不可避の状況を迎えております。

わたくしたちは現下の実情を認識し、国の推進する省エネルギ

ー政策に協力する一方、政府による代替エネルギーの開発・導入

昭和５４年７月３１日

に大いなる期待を抱くものであり注す。 通商産業大臣江崎真澄殿

資源ｴﾈﾉ時=庁長官天谷直弘殿
しかしながら、病院は直接生命・身体にかかわる患者を収容治

療に当る施設として療養環境の維持確保をはじめ、医療行為にzた

たがる必要エネルギーの安定供給は欠くことのできたい要素であ

ります。

しかし、最近全国の病院に対し、重油・灯油の供給削減が業者

によって通告され、病院医療の機能維持に重大を支障を来すこと

号
◎
「

社団法人日本病院会

会長左奈田幸夫

を深刻に危倶しております。

かって４８年の石油危機に際し、石油需給適正化法か制定され、

同法において公益性の高い医療事業への石油供給の優先確保と斡

旋が規定されました。

わたくしたちは政府の具体的施策によって同法の適用はできる

限り回避すべきものと考えますが、同法の適用以前に業者によっ



重症患者等看護加算５３５点（新設）

乳幼児疾患・未熟児・失禁患者（慢性）・意識障害患者・

大手術後患者（一定期間）・重度の肢体不自由患者・盲聾

唖の患者・特定状態の心身症患者や精神障害患者（例えば

興奮・昏迷症状や自殺の危険性を有するもの等）・高老令

者および日常生活に介助を要する６の等についての加算

重症患者２人に対し看護婦ユ名を配置することを前提に

算定

昭和５４年７月３ユ日 弘

内科系学会社会保険連合殿

日本病院会学会

社団法人日本病院会

会長左奈田幸夫

環境安全管理料５０点（新設）

患者保安．院内感染防止・公害（立地による騒音．塵挨．

煙害などによる空気汚染．環境による水質汚染など）の防

止等環境整備料として算定

診療報酬（入院関係費）に係る緊急改定要求案 ａ

６月２８日、内科系学会社会保険連合・小委員会において、下記

項目が病院関係の緊急､要望とすることが申合わされた。

Ｌ入院時医学管理料標準点数］Ｌ６６点（増額）

２．室科〃２００点（増額）

＆食料（基準給食料）'２１０点（増額）

今回、当学会として、下記項目を諸般の実情とも照らし合せ、要

求案として緊急要望の追加案件といたしたく申し入れます。

4．冷暖房加算３０点（新設）

冷暖房設備のある病室について算定

5.個室加算（新設）

医療上の必要にもとづき患者に個室を与えた場合

６．着護料１５０点（増額）

看護サービスの水準向上を図るため、看護料に重点を置い

て改定を行なうこととして算定

］
Ｃ
の



している実情にあります。しかし、これを賄う診療報酬

は必ずしも適正化されているとは云い難く、病院経営は

低診療報酬と医療経費の膨張との間にあって、病院機能

の維持に苦慮しております。同じく税制面においても、

国民医療遂行という極めて高い公共性を要請されており

ながら、営利を目的とする一般企業以上に厳しい税制下

におかれ、医療の公共性か必ずしも反映しているとは云

い難い実情にあります。ついては、病院経営の健全化を

図り国民医療の維持発展に寄与するため、昭和５５年度

の税制改正において別紙の事項が実現されますよう要望

いたします。

昭和５４年９月１日

殿

社団法人日本病院会

会長左奈田幸夫

要望 書

高度経済成長から安定成長へと移行した、厳しい経済

環境の中で租税収入確保のため努力されている貴委員会

各位のご努力に対し、敬意を表するものであります。ま

た、わたくしたちも、国民皆保険制度下の国民医療を維

持するため、日夜努力しているところであります。

ご承知のように、近年わが国における医療は医学・薬

学の目覚しい進歩と医療機器の開発によって、従来不治

とされていた疾病をも回復可能とするよう左高度医療が

普遍化されております。また高齢化社会を迎え、疾病構

造も大きく変化し医療に費す費用は年を追うごとに増大

〕
○
℃



昭和 54年 9月 1日

社団法人 日本 病 院 会

会長 左奈田 幸 夫

殿

医療法人に対する相続税の改正に関する要望書

-
i)0
-

医療法人 の出資者は株式会社等 の出資者 に比 し､著 し

く不平等 を現状 におかれてい る｡ このため､相続発生時

に医業の継続性 を放棄 Lをければ相続税 が納付 で きない

事態が生 じてい るので､その問題点 を指摘 し､国民医療

の円滑 を運営 を期すため､下記の改 正が実現 され ます よ

う､要望いた します ｡

現行 の問題点

医療法人 は医療法 によ り剰余金 の配 当が禁止 されてい

るため､すべて内部蓄積 され る｡ このため相続 に際 し､

み夜 し配 当にかか る所得税率 を含 んだ税込 み評価額 が相

続税 の課税対象 と在る｡

しか も医療法人の出資持分は換金性がを く､退社 また

は解散時 の残余財産帰属権 しか をいため､納税資金 とし

ては､他 に所得が をい ときは医業 その ものを停止 し､解

散等 によ り､資金回収 をはか って､ これに充 当せ ざるを

得 をい実態 にある｡

記

改正要望事項

1. 相続時 には出資額 面によって財産評価 を し､ これに

相続税 を課税 し､出資額面 を超 え る金額 は納税猶予 と

す る｡

2. 中途退社及 び解散時 の残余財産帰属 の際 ､そのみな

し配 当に対 しては､変動所得､臨時所得 の 5分 5乗方

式類似 の法人設立後 の経過年数分の経過年数乗方式 に

よって､所得税､道府県民税及 び市町村民税 を課す る｡

3. 被相続人が出資持分相続後医業 を 20年間相続 し､

かつ､その間譲渡 ､贈与 Lをか った ときは､納税猶予

した相続税額 を免除す る｡



2．耐用年数の決定は、減価償却費計上額を左右する最も重要な

要件であるが、それは固定資産帳簿価額と再調達資金回収を決

定づける問題でもある。

一般賃貸用建物は、その賃貸借契約に際し、建物建築畳の

５０～８０％を保証名目でユ０～ユ５年間、無利息あるいは低

利の資金提供を収受する商慣習が通例とたっている。

それによって、投下資金に対する資金効率の回転を早め、再

調達資金調達の充足に利用しているのである。

病院にあっては、患者等より、受益者負担の保証金に類した

資金の徴収は不可能であり、上級室使用の室料差額負担も逐次

制限されている。

減価償却費のみが主要な源資となっており、且つ、建築価額

の一般的勝勢が恒常的になっている今日、耐用年数を短縮し、

減価償却費を実情に即した金額で計上して、良質の病院用建物

を確保することは、福祉国家を標傍する我国にとって、極めて

重要な政策、行政であると考えられる。

病院用建物の耐用年数短縮について

Ｌ耐用年数決定要素は二つある。一つは物理的減価に対応する

要因であり、もう一つは機能的減価に対応する要因である。

物理的耐用年数については、その構成諸素材と工学的技術的

組成に起因する建設時の技術的水箪に大きく依存するとともに、

その創出された生活環境は､、その当時の社会的、文化的水準に

制約されている。
□

これは、別掲表並びにその説明の通!)、病院用建物は、他の

用途の建物より附属設備の割合いが高く、したがって、耐用年

数全体が、これに著しく影響される結果となっているのである。

即ち、建物の物理的耐用年数は、建物附属設備の相対的増大

に起因する、エリ著しい物理的減耗による耐用年数の短かさに

連動し、縮少しているのが現状である。

槻能的耐用年数については、社会的、文化的発展`に伴う生活

環境の一般的改善に対応するばかりでなく、冷暖房設備をはじ

め、心身ともに衰弱した患者に対する生活環境の整備は、現時

最先端の設備を常に先行させて設置しなければならない。

そのため、物理的には使用可能でも、被能的に使用不能とを

ｂ、新たに改良を主とする増改築が必要とされるのである。

疾病患者の心身を健全に回復させる快適な居住環境維持のた

めには、その機能的減価に対応した償却年数の短縮にエリ、損

金計上による再調達資金の確保が必要となる所以である。

］
］
」

ａ以上の理由によって、鉄骨鉄筋コンクリート造４７年を３０

年、建物附属設備ユ５年をユ０年に、法的耐用年数を短縮され

ることを要望する。



鰯院における婦長の職責は、病院の看護部職員を管理統輔し

て看議の実績を挙げるだけでなく、看護学校の学生の教育指導

をも担当しています。このような管理・教育を担当する婦長に

対して、わが国では特別の教育を受ける機会か少なく、またそ

の施設も不足しております。例えば調査の結果をみると３人に

ユ人はユ０日以上の教育をユ回も受けており注せん。

病院における婦長の職責は、今後ますます拡大することか予

想され、その能力の如何か国民の保健衛生の水準確保に直結し

ていることを考えますと、婦長の知識・技能および識見を向上

させることは急務であると思い左す。

以上の点より、病院において婦長就任に際しては一定期間の

教育・訓練を実質的に実施し、をた現在婦長の職にある者には

再教育を行うことが必要であり交す。これらの目的達成のため、

国立看護研究研修センターなどに婦長研修コースを設置すると

ともに、各都道府県にも同種の研修コースを設置することが強

く望まれるところであります。国はそのために必要な経費の予

算化をされるよう切に要望いたします。

昭和５４年ユ０月日

厚生大臣橋本龍太郎殿

社団法人日本病院会

会長左奈田幸夫

要望霄

Ｌ看護婦長教育研修の強化について

病院の医療向上のためには、医療チームの重要な要員である

看護婦の数の確保だけでなく、質の向上が強く要望されていま

す。病院の看護機能を有効に発揮するためには、看護部門の管

理責任を担当する看護婦長（以下婦長という）の能力と人格に

負うところが少なくありません。

諸外国の状況を見ますと、米国では婦長の多くは修士課程以

上の教育修了者であり、英国ではユ９６８年のサーモン委員会

の勧告により、婦長の教育．訓練の義務化か実施されています。

をた発展途上国においても婦長教育の制度は、わが国の水準を

越えるものがあります。

ひるがえって、わが国の状況を見ますと「別添調査資料」に

示されているとおり、その立ち遅れは著しく、このままでは看

護内容の低下を招くばかりでなく、国民医療への悪影響も憂慮

され｡fす。

」
』
国

２臨床看護実習経費補助の大幅増額について

看護学校の専門教育に要する総時間の会が､医療機関におけ
る実習教育であり、実習病院は年間を通して多くの看護学生の

実習指導にあたっております。

現在実習病院は臨床指導者の充足か困難な状況下にあり萱す。



ためにも既存施設の運営安定は不可欠であり注す。看護婦の養

成は医師の養成と同様、基本的には国の責任であることを再確

認のうえ、大幅増額をされるよう要望いたします。

そのため平常業務に従事しながら学生の指導をしなければなら

ないため、責任をもった指導ができにくいとの理由で学生の実

習指導が敬遠される傾向が強くなってきております。現状のま

までは看護教育に大きな影響があり、ひいては看護水迩の確保

に重大な影響を及ぼすこととなりをす。

着譲婦養成所指導要領に示されるとおり、実習病院の臨床指

導者の定員が充足されるよう国庫負担による予算措置を講じ、

合わせて専任教員と同様、臨床指導者の教育を義務づけ、それ

に伴う必要経費の補助等により、実習病院の受け入れ体制を強

化するとともに、看護教育に対する協力に十分報いることので

きる配慮を要望いたし左す。

▲国立大学看護学部ならびに私立医科大学看護学部設置について

医療に関連する諸科学の進歩や、患者の疾病構造の変化に対

応した診療槻能の高度化は、高水準の看護力を必要としており、

質・量ともに充足するよう看護制度に関するさまざまな提言が

なされてまいりました。

現在看遵教育は諸檎の看護学校において実質的な教育か行な

われ、実緬を挙げておりますか、これに加えて大学教育にまで

発展させて、看趨の研究・教育・実践の向上を図ることか望左

れています。先に国立千葉大学に看護学部を設置されたことは、

社会のニーズに応えたものと思い蛮すか、更に国立大学看鍾学

部を増設すると共に私立医科大学に看護学部を設置するよう、

促進方を示唆していただきたく要望いたしをす。

－

￣

C人。

ａ看護婦等養成施設運営費補助の大幅増額について

看溌婦等養成施設運営費補助は､昭和４６年から開始され、以

来毎年増額されておりますが、一般の学校教育の補助に比べて

格段の差があり、専任教員や識師に要する人件費は、施設運営

費の８０％を上回っております。しかも養成施設の約半数を占

める民間においては十分な支給額となっていたいため専任

教員の確保は困難を極めており、外来講師依頼も同様に多大の

支障をきたしており詮す。従って教育環境の整備は深刻な状態

にあり、看護婦の質にも影瀞しかねをせん。

現状においては、これら民間施設による義成なしには、わが

国の看護鮒の需給維持は不可能であり、わが国医捺水準確保の

要旨

看護婦の質と量の充足なしには、国民の保健衛生向上に寄与す

ることが極めて困難であることをご賢察のうえ、下記事項にご尽

力賜りますようお願いいたし左す。



記

Ｌ看護婦長教育研修費の強化

ａ臨床看護実習経費補助の大幅増額

ａ看護婦等養成施設運営補助の大幅増額

△国立大学看護学部の増設ならびに医科大学看護学部設置

添付資料

「看護管理者への教育の必要性に関する研究」

￣

￣

←



日 病 会 発 第 300号

昭和 5 4年 11月 21日

自治大 臣 後藤 田 正 晴 殿

社団法人 日 本 病 院

会 長 左 東 田 幸

救急医療対策事業に係る各都道府県

市 町 村 に対 す る 指 導 助 成 要 望

∫

t
t
5
-

わが国における救急医療体制の整備は国民的要望であ9､われ

われは病院組織医療に携わるものとして､ この整備には鋭意努力

を重ねているところであ9ます｡

しか しなが ら､現行診療報酬体系化において､病院の努力のみ

では､到底､万全を期すことが困難 をことは､貴職のよく理解さ

れるところと存 じます.この実情につ き､厚生省は昭和 52年度

よ9､ 3カ年の年産計画で ｢救急医療対策事業｣をとbあげ､さ

らにこの実効を挙げるため昭和 5 5年度において も､その内容を

拡充いたす方針を打出 してお 9ます.

こ高乗のとお 9､ こ の事業は､各都道何県が救急医療対策協議

会を設置 し､地域の実情に応 じて

1. 休 日夜間急患センターおよび在宅当番医制による初期救急

医療体制

2. 病院群輪番制､共同利用型病院お よび当番医診療科協定に

よる第二次救急医療体制

3. 救命救急 センターによる第三次救急医療体制

など､救急医療体制の整備を行なう場合､国がそれに対 し三分の

一の補助を行 なうものであ9ます.

とくに､広域市町村圏を対象に休 日､夜間の入院治療を要する

重症救急患者の医療確保を目的とする第二次救急医療施設の整備

については､厚生省は 4=,694百万円 (54年度予算 3,158首

万円)の予算要求 とし､㊤ 病院群輪番制病院について 283地

区 (54年度 222地区) 4,604百万円 ㊨ 共同利用型病院

について 11地区 (54年度 9地区) 89百万円 の実現を図っ

てお bます.

しか しなが ら､ こ れが実効を挙げるためには､国､県､市町村

が各三分の一の負担補助を実施 して始めてその成果が期待される

ものであ9ますが､過去め実績は､県､市町村における協力体制

が必ず しも十分 とはいえないものがあbますo

ついて､わた くしたちは､貴職にかかれま して､ こ の対策の実

効を挙げ､救急医療対策を一層推進するために各県､市町村につ

き､指導助成を賜わD､所期事業が遅滞 なく実現できるようご高

配頂 きた く要望いた します｡



環境安全管理に相応する各種有資格者の項目は添付資料の通り

であります。

これらを基に、患者保安・院内感染防止・公害（立地による騒

音．塵挨．煙害などによる空気汚染、環境による水質汚染など）

の防止等環境整備料として、入院時において

病院環境安全管理料５０点（新設）

を入院関係費に設定されたく、お願い申しあげます。

昭和５４年ユユ月２１日

日本医師会

会長武見太郎殿

日本病院学会

代表左奈田幸夫

病院環境安全管理料の設定について（要望）

記

標記事項の疑義につき御審議御回答いただきたく、お願い申し

あげ注す。

ご高承の如く、現在病院を維持運営するためには、施設管理面

において諸種の法的義務づけが行なわれており、これに必要な資

格者の雇用あるいは必要な検査を指定機関に依頼（有料）しなけ

ればなりません。この社会的要請に対し、われわれは病院医療に

携わるものとして鋭意努力を重ねているところであります。

しかしながら、病院における環境安全管理は多方面にわたり、

これを遂行するには多額の支出を要し、病院運営｛て関し、財政上

に大きな圧迫とたっております。

ついて、診療報酬（入院関係費）の改定に際し、病院環境安全

管理料の新設を要望いたしたく、御審議の程をお願い申しあげま

す。

巨
○、



※消防設備が有時に有効に機能する為の点検を行なう資格で、有資格

者が年に１回消防当局に結果を報告する義務がある。但し、点検資

格者は設備の整備を行なうことは出来ない。

病院に関連する各種資格

刀消防設備士検定試験昭和４ｏ年消防法

甲種消防設備士消防用設備工事の指導監督

乙種消防設備士消防用設備の整備

第1類屋内消火栓、スプリンクラー、水噴霧消火設備、

屋外消火栓

第２類泡消火設備

第３類二酸化炭素消化設備、ハロゲン化学又は粉末消火

設備

第４類自動火災報知設備

第５類金属製避難はしご、救助袋

第６類消火器

第７類漏電火災警報装置

※消防設備の整備は有資格者でなければ行なう事が出来ない。

s）防火管理者防火管理者講習会終了者若しくは消防法第８条

に定められた者

Ｌ消防計画の作成

ａ消火、通報及び避難訓練の実施

ａ消防用設備の点検及び整備

４．火器の使用又は取扱いに関する監督

ａ収容人員の管理

ａ避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

※消防法により任用を義務づけられている。
－

￣

－コ

4）危険物取扱者危険物取扱い検定試験に合格した者

甲種危険物取扱者消防法に定められた全ての危険物の取扱い

乙種危険物取扱者免状に指定された類の危険物の取扱い

丙種危険物取扱者ガソリン、灯油、軽油、重油及び潤滑油ならびに

動植物油の取扱い

※引火性さたは発火性物質（危険物）を－定量以上貯蔵し、又は取扱う施

設においては消防法により有資格者を必要とする。

5）衛生管理者衛生管理者免許試験に合格した者

労働安全衛生法

Ｌ健康に異状のある者の発見及び処置

２．作業環境の衛生上の調査

ａ作業条件、施設等の衛生上の改善

2）消防設備点検資格者 消防設備点検資格講習を終了後考査に合格した

者

昭和５０年４月自治省告示第８９号

昭和５０年８月消防庁告示第ユユ号

消火器、屋内消火栓、スプリンクラー水噴霧消火

設備、泡消火設備、二酸化炭素、ハロゲン・粉末

各消火設備、屋外消火栓設備、動力消火設備、連

結散水設備及び送水管

自動火災警報装置、漏電火災警報装置、避難器具、

誘導灯、排煙設備、非常用コンセント等

第ユ種

第２種



4. 労働衛生保護具､救急用具 の点検整備

5. 衛生教育､健康相談その他の衛生管理

6. 疾病.死亡等の統計の作成

r7. 衛生 日誌等の記載

発 常時 50人以上の労働者を使用する事業所に於て義務づけ られてい

る｡

6) ボ イ ラ ー 技 師

特級ボイラー技師

一級ボイラー技師

二枚ボイラー技師

-

t
t
8
･
･

ボイラー技師免許試験に合格 した者

取扱うボイラーに上って特級､1枚. 2級と別れる

♯ 病院に於ける蒸気ボイラー､温水 ボイラーを取扱 5.

rT) 高圧 ガス (第 1-第 3種冷凍機械責任者)

冷凍機械責任者試験に合格 した者

第 1 種 冷凍能力 300 トン以上の者

第 2 種 冷凍能力 100 トン～ 300 トン未満

第 3 種 冷凍能力 3 トン～ 100 トン未満

※ 以上冷凍機器を有する場合は有資格者を必要 とする.

8) 電 気 主 任 技 術 者

第 1 種

第 2 種

第 3 種

電気主任技術者試験 に合格 した者及び通産大臣

が認定 した学校 を卒業 した者

全ての電気工作物を保安監督する

構内に設置する電圧 17万ボル ト未満の電気=作

物及び構内以外の場所に設置する10万 ボル ト以

内の電気工作物

構内に設置す る電圧 5万 ボル ト未満の電気=作物

9) 建築設備検査資格者

及び構内以外に設置する電圧 2万 5千 ポ ,̂ト未満

の電気=作物 (出力 5,000 KW以上 の発電所を

除 く)

建設大臣の指定 した講習を修了 した者

建築基準法第 12条

発 100zi以上の病院について建築設備 (ェレベーターを除 く) を定

期的に検査を行 ない.関係官庁へ報告 を行 な)ものである｡

10) 昇 降 機 検 査 資格 者 建設大臣の指定 した講習を終了 した者

建築基準法第 12条

炎 エレベーターにつ き定期的に検査を行 ない､その結果 を関係官庁に

報告する｡

ll) 簡 易 専 用 水 道

※ 20d?を越える受水槽を設置する施設は ｢簡易専用水道設置届｣を

保健所に提出 し､毎年 1回厚生大臣の指定検査機関の検査 を必要 と

する｡

12) 大気 汚染物質排出量調査

紫 毎年､窒素酸化物排出量等の報告のため測定を必要 とする.

1･ 医療技術者の他に病院の規模の拡大に伴 う諸施設の大型化 と維持､

管理の必要性 と､それに伴 う技術者が必要 となって来た｡

2･ 医療機具の近代化､特 にエレク トロニクスの採用に 上る関連技術

者の蕃成､配備が必要 となって きた0

3･ 社会の要望､特 に公害防止､近隣住民の権利の保全 と安全のため

に各種法令等に上る規制に対応する必要がある.



4．院内職員及び患者の衛生（院内感染の防止、作業環境の向上）及

び安全（防火、防災（特に地震に対応する))に万全の対策を必要

とする事と、法令の改正による対応に迫られている。そして、そ

の対応に多額の資金を必要としている。

￣

￣

(･



医療統計用語の統一について（要望）

記

わが国の病院統計は、その用語の定義と内容が一定でなく、さ

らに計算式も統一された方法で行なわれておりません。

本会では昭和４７年７月より診療録管理の通信教育を行ない、

診療記録管理の現場担当者の養成を行なってまいりました。この

ようにして診療録管理か整備された現状においては、統計用語と

計算式が病院ごとに異なり、他病院の成績と比較することが困難

であるとして、その統一を望む声か高くなってまいり注した。

このため本会では医療統計用語統一検討委員会を設置し、検討

を行なった結果、別紙添付資料のような成案を得ました。これは

病院側として医療情報の評価検討に都合のよい方法でありますの

で、ご参照のうえ国家統計にもご採用いただけますよう要望いた

します。

』
国
◎

昭和５５年ユ月５０日

厚生省大臣官房統計情報部長

吉崎正義殿

社団法人日本病院会

会長左奈田幸夫



医療統計用語の統一について
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病院医療の評価の方法の一つとして，統計的医
１．入院患者数

療評価という手法がある。統計的に標準を定め

て，それとの隔たりを見ることによって評価を行定義入院,患者数とは，夜12時現在の在院患者

なおうというものである。わが国でも近年この手数に，その日の退院患者数を加えたものをいう。

法によって病院医療の実態を把握しようとする試説明入院中の患者数の数え方には，病院報

みが盛んになってきつつある。告，国立病院年報および国立大学病院年報に在院

病歴管理の普及に伴い，病院が病歴室を持つよ患者数の定義がある。これは午後12時現在の深夜

うになってくると，これらの統計数値が容易に算の時点の患者数を数えるとしてある。次に他の数

出できるので，何らかの方法でこれを行なっていえ方として米国に患者日apatientdayという単

る病院が少なくない。ところが実際に実務として位がある。これは深夜12時現在の患者数に，その

実施してみると，ここに大きな問題が介在してい日の即日入退院の`患者数を加えたものである。こ

るのに気付いた。それはこの統計用語とその包括うしないと深夜を通過しないで，朝入院して夕方

する内容および計算方法が一定していないという退院した患者が数の中に入ってこないからであ

ことである。極端な言い方をすると，病院ごとにる。

内容も計算方法も異なるのである。したがって他さらに第三の数え方として，わが国の社会保険

病院のそれと比較することができない。の診療報酬支払方法による数え方というものがあ

そこで日本病院会では医療統計用語統一検討委る。これは暦日を数え方の単位とするもので，力

員会を作り，昭和53年12月22日，日本病院会長よレンダーの日が変わるごとに１日と数える方法で

り委員を委嘱し，昭和54年１月16日第１回委員会ある。今回定義に利用したのはこの方法で，前２

を開催，第２回２月14日，第３回３月14日，第４者に比べて一番数が多くなる数え方である。

回４月11日，第５回５月21日，第６回７月10日と問題点この数え方の差異は，その数値の得安

審議検討を重ね，ここに成案を得たので報告申しさと’歴史的に形成された考え方に基づくもので

上げたい。ある。深夜12時の患者を在院患者として数えると
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委員長

委員

杏林大学医学部教授

佼成病院長

自治医科大学教授

厚生省統計報情部衛生統計課長

聖路加国際病院診療記録管理室長

関東逓信病院医学資料課資料係

杏林大学付属病院病歴室主任

いう考え方は，患者数の移動の最も少ない時間帯

であり，まずこれを数えるというのは基本的にど

の病院でも必ず行なわれている方法である。しか

しこれだけで入院患者をとらえることにすると，

少なくとも即日入退院の患者は数に含まれないこ

日本病院会雑琵1979年10月１５

杏林大学医学部教授

佼成病院長

自治医科大学教授

厚生省統計情報部衛生統計課長

聖路加国際病院診療記録管理室長
関東逓信病院医学資料課資料係

杏林大学付属病院病歴室手任
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(｢日本病院会雑誌』昭和54年10月号別刷）



どから，一部の病棟を閉鎖している場合も，そのこの病床利用率は内部評価の指標としては，病とになる。実際に入院しておりながら数に入らな

いというのもおかしなことで不合理を感ぜざるを

得ない。

第２の米国式と第３の健保式の考え方の違い

は，欧米の病院は`患者の宿として始まり，近世に

至って外部の医師が病院医療に関与するようにな

ったのに対し，わが国の病院は明治の始めから医

師の診療所の拡大したものが病院になるという発

展過程をとってきた。そのため当然のことながら

欧米ではホテルと同様に何泊したかという宿泊日

の単位で患者数を数えることになったのに対し，

わが国では何日医師が診療したかという診療日の

単位で数えるようになったわけである。

こうなると合理的とか不合理とかいう考え方も

あろうが，現実の問題として社会保険の診療報酬

の点数の数え方ということで，わが国では広く普

及してしまったこの数え方を捨てることはできな

い。そこで現実に合わせてこの数え方を採用せざ

るを得ないということになったものである。

また用語として，今回われわれが定義をした在

院患者に退院患者を加えた数を何と呼ぶべきかに

ついて考えてみた。国立大学病院年報ではこれを

入院患者数といい，国立病院年報では取扱入院患

者数と呼んでいる。ところによるとこれを収容患

者数といっている病院もある。

この中で一番判りやすいのは入院患者数という

用語であって，これと区別を要する言葉としては

新入院患者数があるが，その日の新しい入院患者

を新入院`患者と呼ぶことにすれば，これで十分意

味を通じさせることができると考えた。

２．入院日数

定義入院日数とは，夜12時現在で数えた日数

へ退院日を加えた数とする。

説明これは前項と同じことであって，宿泊日

数を単位として数えるか，あるいは医師の診療日

数を単位として数えるかという問題に帰着する。

料金の面から考えれば１泊は２日に数えられる

のであるから，後者が有利であることはいうまで

もない。そしてこの有利な方法で社会保険の診療

点数が数えられているのであるから，今さら不利

な前者の数え方になる筈がない。このようにして

１６日本戊陰今

広く通用している数え方がある以上，現状をその

まま認めるのが現実に即した考え方であるから，

この現行の数え方をそのまま採用することとし

た。

この数え方をとると，即日入退院の`患者が１日

となり，１泊した患者は２日入院したということ

になる。

問題点この数え方をとると，米国の入院日数

と国際比較をしようとした場合などは，わが国の

方が１日長いのであるから，その点の修正をした

上で比較する必要が生じてくる。たとえば米国で

入院日数が８日という場合，これは患者日の単位

で数えているのであるから，わが国の診療日数に

直すと約９日の入院ということになる。

この用語を入院日数としたのは，夜12時現在の

患者を病院報告，国立病院年報および国立大学病

院年報で在院患者と定義し，その数と対応するも

のを在院日数としているので，これと区別するた

めに別の用語を使用したものである。

こちらの場合も入院患者数と対応する日数とし

て，入院日数という用語を使用することにしたわ

けで，理解しやすいのではないかと思う。

この入院患者数および入院日数の定義は，次の

病床利用率および平均入院日数の計算の中にも，

そのまま使用されている。

３．病床利用率

定義病床利用率とは，一定期間の入院患者延

数を一定期間の実働病床延数で除した百分率であ

る。

計算式

病床利用率=識i鵜鶉鰯ｘｌｏＯ
脱明この計算式をわかりやすく書くと次のよ

うになる。

病床利用率=+:擬|iii鰯×'00
実働病床数とは，入院患者の収容を目的として

病室に常置されている病床の数である。たとえば

許可病床数としては２人室であるが，その室の病

床を通常は１床として個室に使用されている場合

は１床と数えるのである。また看護要員の不足な

病床に入院`患者を収容することはできないのであ

るから，これを含まないものとする。さらにこれ

に類することで，室内改装などの工事で使用でき

ない室も除かれる。

つまり実働病床数とは，ある時点で入院患者の

ために用意されている病床数で，実際に入院させ

ることが可能な病床数をいうのである。

したがってこまかくいえば，実働病床数は毎日

違う場合もあるので延数による計算を正式のもの

とした。病床数に変動の少ない場合は，この平均

による簡便法で計算しても差し支えない。

この計算は新生児や人間ドックなどすべての入

院を含んだ総数である。

分子の入院患者数の数え方は最初に述べてある

方法によるものとする。

分母の病床数には許可病床数をとるという考え

方と，実働病床数によるという考え方があるが，

実際の病院の働きをみるためには，実働病床数で

なければならない。

この平均病床利用率をポントンは80％以下であ

ることとしている。これについてマッケクレンも

「病院にはある程度の空床がないと効果的なサー

ビスが行なわれない。また院内感染の危険が増

し，救急患者を収容できなくなる」と述べてい

る。

しかし，これはアメリカでは平均入院日数が８

日以下と非常に短く，毎日の入退院患者数が多い

ので，これ以上は収容しきれないのである。平均

病床利用率は次の平均入院日数と関連するのであ

って，入院日数が長ければ毎日の入退院数も少な

くなり，もっと平均病床利用率は高くなってもよ

い。厚生省でもかつてインターン病院認定の項目

の一つとして，病床利用率が80％以上であること

としていたことがあった。あまりにも低い利用率

では，病院が効率的に運営されていないという考

えに基づくものであったのであろう。このように

上部管理限界をもうけるだけでなく，下部管理限

界も設定しようという考え方もある。

わが国の総合病院の平均入院日数30日という現

棟種別に計算し表示した方が，病床利用の効率が

判定できてよい。たとえば一般病棟，小児病棟，

新生児病棟などに分類するとか，その病院の実状

に合せて細分するとよい。

問題点国立大学病院年報にも実在病床数を定

義して，入院患者の収容を目的として病室に常置

されている病床の数であるとしている。そして病

床利用率の計算もわれわれが簡便法として述べた

ものによっている。

病院報告では，在院患者数を病床数で除する計

算式を示しているが，病床数については実働病床

数であるか許可病床数であるか用語の説明欄でふ

れていない。しかし実際に病院から報告されてく

る数は許可病床数であると思われる。分子は在院

患者数であるから深夜12時現在の患者であって，

前の国立大学病院年報の入院患者の定義にある夜

12時現在の在院患者数にその日の退院患者数を

加えたもの（われわれと同じ）とは相違してい

る。

また国立病院年報では，在院患者の定義の他

に，取扱入院患者延数という項をもうけ，在院患

者延数と退院患者数とを合計した数であるとして

いるが，病床利用率の計算には在院`患者数を使用

している。そしてここでは，病床利用率の他に，

入院定床利用率と入院定床稼働率の計算表示も行

なっている。

われわれの中にも実働病床利用率の計算だけで

なく，許可病床に対する病床利用率は病院の勢い

を示す指標として別に表示すべきだという意見も

あった。

視力の表示の場合，裸眼視力の後に括弧をつけ

て矯正視力を書くように，実働病床利用率の後に

括弧をつけて許可病床利用率を表示することにし

たいという結論であった。

他に少数意見として病床回転率も計算すべきだ

という意見もあった。

４．平均入院日数

定義平均入院日数とは，一定期間の退院`患者

］
□
国

状から見れば,上部管理限界は90％とし,下部管理延入院日数を一定期間の退院患者数で除した数で

限界を80％とするのが妥当であると考えられる。ある。

日本肉院会雑眩1979年１０月 １７日本円陰金惟毬1979年10月



計算式者延日数を年間入院患者数あるいは退院患者（死

平均入院日数＝一定期固＠退堕患者延入Ｉ呈旦塾亡退院も含む）数で除したものであり，わが国の
一定期間の退院患者数

官公庁統計とほとんど同じ方法である。

脱明平均入院日数を計算する目的は病院医療しかしわれわれの行なう目的は，既に行なわれ

の効率を判定する指標を得るためである。したがた一定期間の病院医療について，その結果の効率

って人間ドックのように入院期間が予め定められの良否を判定しようとするものであるから，退院

たものを含めることは意味のないことである。ま患者について計算しないと理に合わない。このた

た産科の分娩のための入院は正常産の場合，そのめわれわれは敢えて慣行の方法によらず，米国で

病院で慣行されている一定の短期日であり，新生行なわれている計算式によることにしたのであ

児もこれと同日数である。そのためお産の多い病る。

院では，これを含めて計算すると，病院医療の効
５．全院内死亡率

率とは無関係に平均入院日数が短い方へ引き寄せ

られる。定義全院内死亡率とは一定期間の死亡退院患

このためこれを計算する目的に叶うようにする者数を一定期間の総退院患者数で除した百分率で

ためには，人間ドック入院患者，産科入院`患者おある。これらの分子分母ともに新生児を含む６の

よび新生児を除いて計算すべきである。このようとする｡ただし検査入院(人間ドック)は除かれる。

な計算を表向きの表示として，この他に参考のた 計算式

めにこれらを含んだ総数も別掲として計算するこ

識=譜;瓢鰯i鶏XXI００とにしたい。

問題点平均入院日数の計算は，わが国の官公説明これは退院患者の転帰のうちの死亡割合

庁統計では，病院年報，国立病院年報および国立を見ようというものである。

大学病院年報のいずれもが，次の計算式を使用し病院医療の望むものが疾病の恢復および生命の

ている。延長であるから，死亡転帰の率が高いということ

は望ましいことではない。したがって原則として

平均注院日数=霊鍔篁濡霞譲駕瓢は院内死亡率が高いということは悪いことである
＋年(月)間退院患者数〕といえないことはない。

この計算式の説明に，１人の`患者が入院してかしかし生命は無限に延長できるものではなく，

ら退院するまでの在院日数を推定したものであるまたすべての疾病が治療できるもので１６ない。悪

と書いてある。性腫瘍を始め難治疾患も数多いのである。そして

この分子は夜12時現在の在院患者の延数であるこれらの重篤な疾病はその地域の医療センターと

から，われわれの使用している分子の入院日数のなっている高機能病院に送られてくる。このため

方が退院日を含んでいるので，退院患者の数と同に本質的には良い医療が行なわれている高機能病

じ日数分が多くなっている。院ほど院内死亡率が高くなるという逆の現象がお

分母については新入院患者と退院患者は普通ほきる。

ぽ同数であるから，両式とも同じと考えてよい。この反対に下級の医療機関では，重症な患者は

しかしこの両式は，計算しようとする内容の考始めから受診してこないので，非常に死亡率が低

え方に根本的な差異があり，われわれの方法は既くなっている。

に病院診療が終了してしまった退院患者について米国では院内死亡率は４％以下であることとさ

計算するものである。官公庁統計の方法は現在入れている。わが国でも一般総合病院では４％以下

院中の患者も含めて，ある期間の患者の平均在院であるのが普通であるが，大学病院や癌センター

日数を推定しようというものである。を持つ国立病院などでは，院内死亡率が５％を越

またＷＨＯの統計年報の計算式は，年間入院患えているのも稀でない。

１８日本宙院会雑は1979年10月

昭和52年の人口動態統計の病院内死亡者数を分計算式

子とし，同年の病院報告の退院患者数に退院新生一定期間に中央手術室で
行なわれた手術で術後３０

児数を加えたものを分母として，この計算式通り 院内術後一日以内の死亡数
に全国平均を計算してみると，4.3％となる。し死亡率一二定期間に中央手術室で×100

行なわれた手術件数
たがってわが国の院内死亡率はこの前後に分布し

ており，病院ごとに過去数年の平均値と範囲を計説明米国では術後１０日以内の死亡数をとって

算し，上部管理限界および下部管理限界を決めるいるが，これは平均入院日数が８日以下と短い関

べきであろう。係からこのようになったと考えられる。わが国で

この全国平均値より，目病院の数値が大きく相は日本外科学会が術後死亡を30日以内の死亡と定

運するときはその原因は何であるか患者の疾病構義しているので，やはりそれと同じにした方が良

造を調べて分析すべきである。いと考えて30日以内をとった。

またこの院内死亡率には精率という考え方があ米国では術後死亡率が１％以上になったら手術

り，入院後48時間以内の死亡を除いた率も計算す部門の検討を要するといわれている。いかなる医

るやり方がある。これは48時間以内の死亡は病院師でも手術直後の死を予測して手術するはずはな

の責任でないという考え方に基づくもので，救急いのであって，かなりの危険を考慮に入れても

病院などで頻死の状態の患者がどんどん運びこま１％を越えてはならないのである。

れれぱ，当然院内死亡率も高率となる。これを他問題点統計をとって検討する以上，なんらか

病院と比較して高率であると各めるのは理に合わの枠が必要である。それも常に一定の枠としてで

ないことである。したがってこのような比較を行ある。病院における手術は中央手術室だけで行な

なう時は，院内死亡率精率を計算して比較するこわれる１０のではない。救急手術室や外来手術室，

ととする。あるいは処置室などでも行なわれる。これらも手

問題点国立病院年報および国立大学病院年報術として数えることにすると，手術と処置との区

における院内死亡率の計算は別は何かという問題にまで発展してしまう。こう

院内一死亡患者数なると実用的ではないので，中央手術室で行なわ
死亡率一繰越`患者数十新入院患者数×'００ れたものと限定することにした。

である。これは入院患者数に対する死亡患者数の次に分母に手術件数をとるか，手術患者数をと

割合を計算したもので，われわれの計算式より分るかという問題がある。同一患者で何回ＩＣ繰り返

母の繰越`患者数分だけ多くなっている。したがっして手術をするものがいるからである。しかしこ

て平均在院日数が30日とすれば，月間の新入院患こで計算する目的は，事故を起した件数の発生比

者数と繰越患者数はほぼ等しくなる。このため年率を見ようとするものであるから，手術件数に対

間統計の場合は分母の数が1/12だけ多くなるにすする比率を見るのが合理的であるとして，件数を

ぎないが，月間統計では分母が２倍となるので，分母とすることにした。

答は半分になる。このように期間のとり方で答が また院内麻酔死亡率というものがあり，米国で

違ってくるのは，月間統計と年間統計を関連させ}よ手術の合併症によってではなく，麻酔が原因と

て検討しようとしているわれわれの目的にはそく．なって死亡した患者の比率を計算し，5,000回に

わないと考えられる。１回以下としている。しかしこの比率を計算する

ことは実際的には困難であり，非常に稀なこと
６．院内術後死亡率

で，医療事故の問題ともされかねないので計算し

定義院内術後死亡率とは，一定期間に中央手ないこととした。

術室で行なわれた手術で，術後30日以内の死亡数
７．院内新生児死亡率

を，一定期間に中央手術室で行なわれた手術件数

で除した百分率である。定義院内新生児死亡率とは，一定期間の新生

日本病院会、21979年10月１９
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児の死亡数を一定期間の生きて生れた児の数で除

した百分率である。

計算式

顛謹=_壼熟驍雛麗薮×'00
説明これは病院で生きて生れた児の数に対す

る新生児の死亡の率である。ある程度は避けられ

ないものではあるが，米国では２％を越えてはな

らないとされていた。

この新生児死亡率は近年減少のいちじるしいも

のの一つで，昭和52年の人口動態統計の病院内新

生児死亡数を分子とし，同年の病院報告の退院新

生児数を分母として計算してみると，全国平均は

0.9％となる。

また未熟児については別掲として計算した方が

よいというのが委員の大多数の意見であった。

問題点ＷＨＯの提唱により，最近は死産を含

む周産期死亡率が重視されるようになってきた。

しかしわれわれの統計の目的とするものは院内

の医療評価のためであるから，死産を含める必要

はない。また自分の病院で行なったものであるか

ら，生産と死産が，混同して区別されないという

ことはあり得ない。したがって生産についてのみ

の正確な新生児死亡率を計算すべきであると結論

した。

また新生児としては，通常小児科や産科で数え

ているように生後28日未満の児を出生当日を零日

として満計算で数えることにしたい。

これに関連して，院内分娩死亡率もかつては問

題とされたことがあるが，現在分娩による死亡は

日本全国で年間わずか数百件にすぎず，１病院当

りで見るとほとんど起らないのが普通であるか

ら，いまや最早このような率は計算する必要がな

くなった。

８．病院剖検率

定義病院剖検率とは，一定期間の病院での剖

検数を，一定期間の病院`患者の死亡数で除した百

分率である。

計算式

説明剖検総数を死亡者数で割ったもので，こ

の剖検率は医局員の学問的な研究意欲を示す指標

として非常に重要である。いろいろな弁解を行な

ってもこの低下は研究意欲の減退と非常によく相

関している。わが国でも専門医制度の教育病院認

定の条件の一つとして剖検率が取り上げられるの

はこのためである。

また患者の家族がどれほどその病院の治療に満

足しているかの度合をも示すものであるといわれ

ている。それは非常に不満足な取り扱いを受けて

死亡した`患者の家族が剖検を承諾するはずがない

からである。このように感謝のしるしとみれば，

病院サービスの総合的な指標とも考えられる。

アメリカではインターンとレジデントの実習病

院の指定を受けるためには，これが25％以上でな

ければならない。わが国では日本内科学会がその

専門医の教育病院の指定規準として，剖検率は

50％以上でなければならないとしている。

これは分子分母とも新生児は含むが，死産児は

含まない。分母の病院,患者の死亡数とは司法解剖

や行政解剖で司法行政機関に引きとられた死体を

除いた院内死亡患者数である。これと同様に白菊

会に入会しており遺体を医科大学の学生の系統解

剖実習用に提供している場合も，その死体を病理

解剖することはできないので分母の数からは除か

れる。

また分子分母とも，外来`患者や元病院患者で病

院剖検を行なえる場合は，その剖検数は計算に含

まれる。

この計算で，特に入院患者の死亡に対する入院

,患者の剖検数の割合，つまり入院のみに限定した

剖検率を精率ということがある。

問題点剖検率の高低はこの他に病理解剖医が

その病院にいるかどうか，あるいはそのような病

院と関係を持っているかどうかも重要な要因とな

る。

また地域によっては新生児の剖検が困難である

としてこれを除く率とした方が良いとする考え方

もある。しかし新生児を特別に扱う理由は特に見

当らない。

分する。転帰の分類はかなり主観的なものである

から，この分析は困難である。

文献

９．院内対診率

定義院内対診率とは，一定期間の対診を行な

った退院`患者数を，一定期間の退院`患者数で除し

た百分率である。

計算式

一定期間の対診を行なった
院内一退院患者数
対診率一一二定期間の退院患者数×'００

説明近代病院で行なわれる診療は総合化され

たものである。それには各診療科による協力診療

が行なわれなければならない。総合病院といって

も，この対診協議が行なわれなければ，その機能

を果たしているとはいえない。したがってよい病

院は数多くの対診が行なわれているわけであり，

ポントンは15～20％に行なわれなければならない

としている。これは正式な対診の数であり，カル

テの諸記録をみて診察し，対診記録を記入してあ

るものを数えたものである。

この対診記録を数える場合，１人の`患者で何回

も対診を行ない何枚も挿入されているものがある

が，これは件数では数えず，対診を行なった患者

数で数えるものとする。

問題点対診とはいってもいろいろな場合があ

る。内科や外科の入院患者が，眼科や皮膚科や歯

科の受療をすることもある。この場合，歯科は除

かれる。

１０その他

年統計は，原則として１月に始まり12月に終る

ものとする。

転帰は，生存退院と死亡退院の２大別とし，前

者は治癒，未治，診断，転医，事故（中止）に細
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レントゲンフィルムの購入価格改定に関する要望書 あります。

レントゲンフイルムの原材料である銀価格の高勝に伴い、近時

標準小売価格が急激に上昇しており左す。

このため病院において購入するレントゲンフィルムの価格が厚

生大臣の定める購入価格を上回り、レントゲン撮影の都度、病院

側の經済的負担を強いられる実情にあり富す。

昭和５５年２月ユ３日

厚生大臣野呂恭 殿

鑿騏露しかも、本月下旬には、標単小売価格を一挙に二倍に値上げす

ろとの意向も伝えられ、これが実施された場合、実勢価格と購入

価格との間に著しい乖離が生じ、診療報酬収入により財政を維持

する病院にとっては到底許容できないところであク注す。

ついては、厚生大臣の定めるところとされているレントゲン診

断用器材の購入価格を標箪価格に見合うよう速やかに改定される

よう要望いたし交す。

同時にレントゲンフィルム価格が銀価格の不安定を状況に対応

し、しかも安定供給が確保できるよう、レントゲンフィルム料の

算定を従前どおり、購入価格をユ０円で除した点数とすることも

早急に検討いただきたく要望いたし注す。

なお大幅を銀市場の価格変動による投機的要素によって、医療

上必須なレントゲンフィルムの円滑な供給が阻害されるととのな

いよう、関係業界への適正な行政指導をも併せお願いするもので

』
、
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書要 望

銀価格の驚異的騰勢を背景に医療用Ｘ線フィルムの価格か近時二度に亘って改定された

ことは貴会のよく知るところであります。

このため特約店における取引価格が社会保険診療報酬に定める購入価格を大幅に上廻る

異常な結果となり、医療の遂行に重大な支障をもたらしました。

幸いｓ月ユ日をもって、告示価格が改定されましたか依然実勢価格か告示価格を上廻る

現象は解消されるに至らず、国民医療の直接担当者として苦慮しております。

ついては本会として別途厚生大臣に対し適切な措置を要望する所存でありますか、責会

としても、２月２ユ日の価格改定時に新価格算定の基礎とした銀の見込み価格が下落して

いる事実からも、再度ｘ線フィノレムの社会的使命を認識いただき、価格の引下げと安定供

給等、国民医療を健全に維持するため、格別の配慮を要望するものであります。

昭和５５年Ｓ月ユ9日

写真感光材料工業会

会長平田九州男 殿

社団法人日本病院会

会長左宗田幸夫

－１２６－
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0422-３２－３１１１

03-203-5327

03-541-5151

０３－５４１－５１５１

03-474-5861

03-813-3111

03-261-8211

03-607-3260

03-263-1371

病院制度委貝会

渡辺茂夫

石井敬

石原信吾

一条勝夫

井上昌彦

尾口平吉

尾村偉久

織畑秀夫

柴田義一

田中恒男

千田通

千葉保之

士屋呂武

橋本寿三男

室賀不二男

守屋博

山本修

2．

長
長
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

員
類
委
副
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

国立熱海病院

中央鉄道病院

病院管理研究所

自治医科大学

北里大学

全国自治体病院協議会

国立小児病院

東京女子医科大学

東芝林間病院

東京大学医学部

全社連

中央鉄道病院

済生会福岡総合病院

病院管理研究所

都立看護専門学校

順天堂医院

都立看護専門学校

県
都
都
県
都
都
都
都
県
都
都
都
県
都
都
都
都

岡
京
京
木
京
京
京
京
割
京
京
京
岡
京
京
京
京

静
東
東
栃
東
東
東
東
神
東
東
東
福
東
東
東
東

0557-81-9171

０３－３７１１１１１

03-203-5327

02854-4-2111

０３－４４４－６１６１

03-261-8556

03-414-8121

03-353-8111

0427-42-3577

03-812-2111

03-445-0800

03-751-2371

092-771-8151

03-203-5327

03-941-5319

045-323-1458

０３－９４１－９３２１

1２７



044-977-8111神奈川県

神奈川県

神奈川県

東京都

員
員
員
員

委
委
委
委

聖マリアンナ医科大学

神奈川県立
こども医療センター

東海大学病院

厚生省病院管理研究所

吉田幸

雄
宏
輔
彦

045-711-2351

0463-93-1121

03-203-5327

小西

尾崎

佐分利

恭
輝

3．学術委員会

一条勝夫

川北祐幸

小野丞二

織本正慶

開原成允

笠木茂伸

小山三郎

島内武文

関武矩

高橋政騏

牧野永城

三宅史郎

三宅浩之

吉岡観八

吉田幸雄

県
都
都
都
都
都
府
県
都
都
都
県
都
府
県

木
京
京
京
京
京
阪
田
京
京
京
梨
京
阪
劇

栃
東
東
東
東
東
大
秋
東
東
東
山
東
大
神

自治医科大学

順天堂医院

東邦大学医学部付属大森病院

織本病院

東大病院情報処理部

北品川総合病院

大阪赤十字病院

秋田労災病院

聖路加国際病院

杏林大学医学部

聖路加国際病院

国立甲府病院

関東逓信病院

新千里病院

聖マリアンナ医科大学

O2854-4-2111

０３－８１３－３１１１

03-762-4151

0424-91-2121

03-815-5411

03-474-5861

０６－７７１－５１３１

０１８６－２５－３１３１

03-541-5151

0422-47-5511

長
長
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

員
類
委
副
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

0３－５４１－５１５１

0552-53-6131

03-448-6537

068-71-0121

044-977-8111

4．通信教育委貝会

高橋政旗

田中敏行

犬塚貞光

大町文子

落合勝一郎

笠井良一

栗田静枝

酒井隆子

杉本久

高野昭

委員長

副委員長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

杏林大学医学部

大阪逓信病院

福岡大学病院

元日本バプテスト病院主任

聖路加国際病院

日本バプテスト病院

聖路加国際病院

京都市立病院

病院コンサルタント

宮城県衛生部保健管理課長

都
府
県
府
都
府
都
府
都
県

京
阪
岡
都
京
都
京
都
京
城

東
大
福
京
東
京
東
京
東
宮

0422-47-5511

06-771-0545

092-801-1011

075-７０１－８０１６

０３－５４１－５１５１

０７５－７８１－５１９１

０３－５４１－５１５１

０７５－３１１－５３１１

03-333-7432

0222-63-6111

－１２８－



村
上
賀
条
原

喬
晃
男
夫
吾
晴
吾

一一

不
勝
信
義
彰

委
委
委
委
委
委
委

大阪大学医学部

三井記念病院

都立看護専門学校

目治医科大学

厚生省病院管理研究所

武蔵野赤十字病院

聖路加国際病院

竹

員
員
員
員
員
員
員

府
都
都
県
都
都
都

阪
京
京
木
京
京
京

大
東
東
栃
東
東
東

０６－４５１－００５１

03-862-9111

03-941-5319

02854-4-2111

03-203-5327

0422-32-3111

室

石
東
中

村 O3－５４１－５１５１

臨床予防医学委員会

堀内光

樫田良精

水野近

安藤幸夫

飯田晶

宇津典彦

小関忠尚

金沢鉄男

清瀬闇

笹森典雄

鈴木豊明

高橋春雄

田中剛二

丹野三男

寺田由紀夫

日野原重明

藤間弘行

松岡研

三木徹

吉植庄平

5．

東京都済生会中央病院

関東中央病院

三井健康保険組合

聖路加国際病院

東芝中央病院

久留米大学付属病院

京都第二赤十字病院

青森県立中央病院

三井記念病院

牧田総合病院

東京警察病院

愛知県総合保健センター

東京都済生会中央病院

仙台市立病院

大阪赤十字病院

聖路加国際病院

藤間病院

ＰＬ大阪健康管理センター

九山病院

共立女子大学

委員長

副委員長

副委員長

都
都
都
都
都
県
府
県
都
都
都
県
都
県
府
都
県
府
県
都

京
京
京
京
京
岡
都
森
京
京
京
知
京
城
阪
京
王
阪
庫
京

東
東
東
東
東
福
京
青
東
東
東
愛
東
宮
大
東
埼
大
兵
東

03-451-8211

０３－４２９－１１７１

０３－２４１－１４０１

０３－５４１－５１５１

03-764-0511

0942-35-3311

075-231－5171

0177-23-3311

03-862-9111

０３－７６２－４６７１

03-263-1371

052-962-5371

03-451-8211

0222-25-7151

０６－７７１－５１２１

03-541-5151

0485-22-9608

06-241-0221

078-642-1031

03-261-9941

委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

－１２９－



コンピュータ委員会

三宅浩之

青山松次

青木橲和

飯田信吾

池田博

五百蔵速雄

岩塚徹

岡田行雄

菊地二郎

斉藤誠

桜井栄光

里村洋一

土井義行

水野精巳

山田武義

他協力委員

6．

03-448-6537

0468-65-3133

0462-48-２１１１

03-474-5861

03-433-1111

0427-42－5055

052-962-5371

03-509-5600

06-371-6234

０３－５８３－６８７１

03-815-5411

0472-22-7171

078-782-００５５

０３－５３３－６６１１

東京都

神奈川県

神奈川県

東京都

東京都

神奈川県

愛知県

東京都

大阪府

東京都

東京都

千葉県

兵庫県

東京都

大阪府

関東逓信病院

鳥海病院

神奈川県総合
リハビリテーション

北品川総合病院

東京慈恵会医科大学病院

森下胃腸病院

愛知県総合保健センター

日本電電公社データ通信本部

大阪回生病院

虎の門病院

東京大学付属病院

千葉大学医学部

舞子台病院

豊洲厚生病院

住友病院

長
長
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

員
頚
委
副
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

06-443-1261

7．編集委員会

秋山博

北原哲夫

鎌田利雄

高橋政旗

吉岡観八

他、協力委員、割

県
都
都
都
府

玉
京
京
京
阪

埼
東
東
東
大

済生会川口総合病院

東京逓信病院

北品川総合病院

杏林大学医学部

新千里病院

0482-53-1551

０３－２６１－８２１１

03-472-4167

0422-47-5511

068-71－０１２１

委員長

副委員長

委員

委員

委員

部会・研究会編集委員

8．国際委員会

落合勝一郎

国重信彦

斎藤寿明

0３－５４１－５１５１

都
都
都

一
泉
一
宗
一
宗

東
東
東

聖路加国際病院

佼成病院

聖路加国際病院

委員長

委員

委員

0３－３８３－１２８１

０３－５４１－５１５１

－１３０－



員
員

東京都

東京都

委
委

聖路加国際病院

武蔵野赤十字病院

03-541-5151

0422-32-3111

関武矩

高橋勝三

広報委員会

野村秋守

吉岡観八

内海栄一郎

江本俊秀

熊田正春

黒田幸男

島津寿秀

遠山豪

菱山博文

安田俊吉

9．

東京都

大阪府

神奈川県

東京都

神奈川県

東京都

山梨県

三重県

福岡県

兵庫県

野村病院

新千里病院

総合新川橋病院

東海病院

日吉病院

東京都済生会中央病院

甲州中央温泉病院

遠山病院

福岡城南病院

広野高原病院

O422-47-4848

068-71-0121

044-222-２１１１

03-999-1131

044-631-7373

03-451-8211

05526-2-3121

0592-27-6171

092-531-7031

078-994-1155

委員長

副委員長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

10．組織委員会

島津寿

高山

相沢正

大道

小倉知

財津

士屋定

中畠

中村了

平塚秀

兵働貞

福井

県
都
県
府
都
県
県
県
県
都
県
県

梨
京
野
阪
京
賀
媛
潟
舳
京
岡
崎

山
東
長
大
東
滋
愛
新
和
東
福
長

甲州中央温泉病院

高山整形外科病院

相沢病院

大道病院

博慈会記念病院

長浜赤十字病院

松山赤十字病院

新潟県立吉田病院

中村整形外科･外科病院

平塚胃腸病院

浜の町病院

福井病院

05526-2-3121

03-607-3260

0263-33-8600

06-962-0061

03-900-1300

07496-2-2111

0899-24-1111

02569-2-5111

0734-31-0351

03-982-1161

092-721-0831

0958-71－1５１５

秀
螢
樹
学
己
晃
敏
健
生
雄
夫
順

長
長
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

員
類
委
副
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

1３１



医療費問題委員会

高山螢

吉崎芳雄

一条勝夫

内田卿子

大道学

緒方廣市

河崎茂

黒田幸男

篠崎功

嶋崎佐智子

野村益朗

長谷川秀子

樋口重太郎

細田健二

矢作忠政

宮原仮江

村上正敏

1１．

高山整形外科病院

厚生連

自治医科大学

聖路加国際病院

大道病院

武蔵野赤十字病院

水間病院

東京都済生会中央病院

篠崎病院

東京警察病院

第一病院

関東逓信病院

中野総合病院

関川総合病院

京浜総合病院

関東逓信病院

日本病院会事務局

長
長
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

員
懇
委
副
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

都
都
県
都
府
都
府
都
県

京
京
木
京
阪
京
阪
京
劇

東
東
栃
東
大
東
大
東
神

03-607-3260

03-279-0311
（内)3351

02584-4-2111

０３－５４１－５１５１

06-962-0061

0422-32-3111

0724-46－１１０２

03-451-8211

045-371-0038

０３－２６３－１３７１

０３－６０７－０００７

03-448-6111

03-382-1231

03-803-5151

044-777-3251

03-448-6111

都
都
都
都
県
都
都

京
京
京
京
劇
京
京

東
東
東
東
神
東
東

03-265-0077

12.石瞳制度委員会

小野肇

山田里津

青木康子

赤星一郎

今村栄一

大谷昌美

大野松次

加納穣

紀伊國献三

岸ロ繁

松沢孝子

委員長

副委員長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

大口病院

三井記念高等看護学院

東京都立大塚看護専門学校

聖マリア高等看護学院

神奈川県

東京都

東京都

福岡県

東京都

神奈川県

神奈川県

大阪府

茨城県

大阪府

神奈川県

045-401-3861

03-862-9111

03-947-5061

0942-35-3322

03-729-0718

045-623-0586

044-777-3251

06-772-8685

0298-57-4911

0725-41－1646

045-761-3581

神奈川県立看護教育大学校

京浜総合病院

大阪府医師会看護専門学校

筑波大学

府中病院

神奈川県衛生看護
専門学校付属病院

1３２



委
委

矢
吉

野正子

武香代子

員
員

都立府中療育センター

千葉大学看護学部

東京都

千葉県

0425-72-4101

0472-22-7171

13．地域医療委員会

若月俊一

小□源一郎

大村潤四郎

笠木茂伸

紀伊國献三

行天良雄

鈴木淳

宮地知男

守屋博

諸橋芳夫

米田啓二

委員長

副委員長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

佐久総合病院

昭和伊南総合病院

厚生団

北品川総合病院

筑波大学

ＮＨＫ科学産業番組班

琉球大学付属病院

宮地病院

順天堂医院

旭中央病院

全国自治体病院協議会

県
県
都
都
県
都
県
県
都
県
都

野
野
京
京
城
京
縄
庫
京
葉
京

長
長
東
東
茨
東
沖
兵
東
千
東

026782-3131

02642-2703

03-354-8881

03-474-5861

0298-57-4911

03-465-1111

0988-54-0215

078-451－1221

045-323-1458

0796-2-0330

03-261-8556

14．労務委且会

黒田幸男

長崎太郎

東義晴

大久保才一

岡野博

織本良子

栗原やま

細田健二

委員長

副委員長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

東京都済生会中央病院

救世軍ブース記念病院

武蔵野赤十字病院

天王寺病院

佼成病院

織本病院

虎の門病院

関川総合病院

03-451-8211

03-381-7236

0422-32-3111

06-779-1401

03-383-1281

0424-91-2121

03-583-6871

都
都
都
府
都
都
都
都

京
京
京
阪
京
京
京
京

東
東
東
大
東
東
東
東

03-803-5151

1３３



･厚生委員会年金・税制・厚生謬

小原知次郎

（年金・厚生）

有澤源蔵

赤座斉

天野健

安保喜久郎

石黒吉藤

石田貞治

伊藤研

上嶋潔

簿田隼男

榎本敏雄

遠藤香苗

北村常也

久保真一

坂上義和

士屋章

中野久寿男

中橋彌光

仁科義平

西本順次郎

畠山精治

原安彦

原義人

細田精一

松本俊子

松本治夫

宮原文雄

山□精

（税制）

遠山豪

有澤源蔵

1５．

兵庫県小 原病院 078-521-1222委員長

有澤総合病院

赤座病院

石和温泉病院

山本病院

静岡厚生病院

大口病院

総合大雄会病院

鳥取赤十字病院

総合病院．南大阪病院

静岡厚生病院

和歌浦中央病院

鳥取赤十字病院

聖病院

和歌山県病院協会

渕野辺病院

日本バプテスト病院

西陣病院

川崎医科大学付属病院

広島精神科小児科病院

遠山病院

香椎原病院

旭ケ丘病院

済生会滋賀県病院

広島精神科小児科病院

済生会滋賀県病院

山梨温泉病院

総合大雄会病院

大阪府

岐阜県

山梨県

三重県

静岡県

神奈川県

愛知県

鳥取県

大阪府

静岡県

和歌山県

鳥取県

岐阜県

和歌山県

神奈川県

京都府

京都府

岡山県

広島県

三重県

福岡県

岡山県

滋賀県

広島県

滋賀県

山梨県

愛知県

副委員長 0720-47-2606

0583-83-0138

05526-3-0111

0594-22-1211

0542-71－7177

045-401-3861

0586-72－1211

0857-22-6121

06-685-0221

0542-71-7177

0734-44-1600

0857-22-6121

委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

員
員
貝
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

0582-71-5533

O734-31-1271

0427-54-2222

075-781－5191

075-461-8800

0862-25-2111

0822-71-4271

0592-27-6171

092-68－5020

0826-52-1185

07755-2－1211

0822-71-4271

07755-2－1221

05532-6-3030

0586-72-1211

副委員長

委員

遠山病院

有澤総合病院

三重県

大阪府

0592-27-6171

0720-47-2606

－１３４－



山
保
部
根
原
藤

雄
一
一
助
士
寛
雄

之

義
真
雅
要
拓

久

委
委
委
委
委
顧
顧

員
員
員
員
員
問
問

山病院

病院

医科大学

根病院

中央病院

会計事務所

計事務所

岡
久
薗
多
藤
伊
森

愛知県

岐阜県

兵庫県

大阪府

岡山県

愛知県

東京都

岡
聖
兵
多
水
伊
森

052-221-1851

0582-71-5533

0798-45-6069庫

O6-581-lO71

島
藤
会

0864-44-3311

052-541-0166

03-970-2127

中小病院管理委員会

岡山義雄

高山螢

遠藤香苗

小原知次郎

柏戸正英

加納繁美

北村行彦

島津寿秀

武内玄信

遠山豪

中野進

野村秋守

菱山博文

藤掛敏

藤原拓士

1６．

長
長
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

員
類
委
副
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

岡山病院

高山整形外科病院

和歌浦中央病院

小原病院

柏戸病院

加 納病院

優生病院

甲州中央温泉病院

大分県立療養所三重病院

遠山病院

京都四条病院

野村病院

福岡城南病院

藤掛第一病院

水島中央病院

県
都
県
県
県
府
県
県
県
県
府
都
県
県
県

知
京
珈
庫
葉
阪
庫
梨
分
重
都
京
岡
阜
山

愛
東
和
兵
千
大
兵
山
大
一
一
一
京
東
福
岐
岡

O52-221-1851

03-607-3260

0734-44-1600

078-521-1222

0472-27-8366

０６－３５１－５３８１

06-488-1851

05526-2-3121

09742-2-0357

0592-27-6171

075-361－5471

0422-47-4848

092-531－7031

0582-65-5255

0864-44-3311

17．医療事故対策委員会

菱山博文

中後勝

勝守昭雄

菅佐原正平

委員長

副委員長

委員

委員

福岡城南病院

高槻病院

北品川総合病院

高山整形外科病院

県
府
都
都

岡
阪
京
京

福
大
東
東

092-531-7031

0726-81-3801

03-474-1831

03-607-3260

1３５



内藤均委

細田健二委

員
員

聖路加国際病院

関川総合病院

東京都

東京都

03-541-5151

03-803-5151

18．医療従事者対策委員会

神奈川県

東京都

東京都

神奈川県

東京都

東京都

神奈川県

大阪府

茨城県

神奈川県

栃木県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

神奈川県

東京都

京浜総合病院

順天堂医院

聖路加国際病院

大田総合病院

東京慈恵会
医科大学附属病院

河北総合病院

総合高津中央病院

加納病院

筑波大学

川崎市立井田病.院

自治医科大学

聖路加国際病院

駿河台日本大学病院

都立墨東病院

関東逓信病院

日本専売公社東京病院

順天堂医院

東京警察病院

虎の門病院分院

東京衛生病院

044-777-3251

03-813-3111

03-541-5151

044-244-0131

03-433-1111

03-339-2121

044-822-6121

06-351-5381

0298-53-2111

044-766－2188

02854-4-2111

03-541-5151

０３－２９３－１７１１

03-633-6151

03-448-6685

０３－４５１－８１２１

０３－８１３－３１１１

03-263-1371

044-877-5111

03-392-6151

委員長

副委員長

大野松次

川北祐幸

内田卿子

太田正治

岡本日出夫

小笠原道夫

加藤賢二

加納繁美

紀伊國献三

木村角次

倉持一雄

近藤英二

佐藤和身

妹尾昭一

戸川登美子

中川渉男

福村安治

古川正

山崎信夫

山本麻喜子

委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

防災対策委貝会

北村行彦

大倉正二郎

有澤源蔵

上林三郎

倉持一雄

中谷ミツコ

平野栄次

1９．

優生病院

蒲田総合病院

有澤病院

聖路加国際病院

自治医科大学

三井記念病院

日本大学板橋病院

委員長

副委員長

委員

委員

委員

委員

委員

県
都
府
都
県
都
都

庫
京
阪
京
木
京
京

兵
東
大
東
栃
東
東

Ｏ6－４８８－１８５１

03-738-8221

0720-47-2606

03-541-5151

02854-4-2111

03-862-9111

0３－９７２－８１１１
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益
松
小

横浜赤十字病院

日本大学板橋病院

小 原病院

啓作

月子

知次郎

委
委
顧

員
員
問

田 神奈川県

東京都

兵庫県

045-622-0101

03-972-8111

尾
原

078-521-1222

勤務医対策委貝会

河野稔

秋島動郎

東義晴

天野景明

一条勝夫

野村益朗

小倉知己

柏戸正英

河井博

笹森典雄

鈴木覚義

高橋政膜

士屋呂武

西田義夫

細田健二

枚野永城

三宅浩之

吉崎芳雄

20.

北品川総合病院委員長

委員

委員

委員

委員

委員

都
都
都
都
県
都
都
県
都
都
都
都
県
都
都
都
都
都

京
京
京
京
木
京
京
葉
京
京
京
京
岡
京
京
京
京
京

東
東
東
東
栃
東
東
千
東
東
東
東
福
東
東
東
東
東

03-474-1831

野村病院

武蔵野赤十字病院

島田総合病院

自治医科大学

第一病院

0422-47-4848

0422-32-3111

03-752-2101

02584-4-2111

03-607-0007

03-900-1300

0472-27-8366

０３－９５１－９１１６

03-762-4671

03-474-1831

0422-47-5511

092-771-8151

03-383-1281

03-803-5151

０３－５４１－５１５１

03-448-6537

03-270-0096

博慈会記念病院委員

柏戸病院

河井病院

牧田総合病’院

北品川総合病院

杏林大学医学部

済生会福岡総合病院

佼成病院

関川総合病院

聖路加国際病院

関東逓信病院
電子応用医学研究室

全国厚生群協同組合連口会

委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

医療統計用語統一検討委員会

高橋政旗委員長

小野田敏郎委員

一条勝夫委員

大森文太郎委員

栗田静江委員

戸川登美子委員

三竹年世子委員

21.

都
都
県
都
都
都
都

京
京
木
京
京
京
京

東
東
栃
東
東
東
東

杏林大学医学部

佼成病院

自治医科大学

厚生省統計局

聖路加国際病院

関東逓信病院

杏林大学医学部附属病院

0422-47-5511

03-383-1281

02584-4-2111

03-260-3181

03-541-5151

03-448-6685

0422-47-5511

1３７



会特別委員 委員名簿

1．会館建設準備委員会

内藤景岳

岡山義雄

小倉知己

小原知次郎

河野稔

高山螢

中村了生

野村秋守

菱山博文

平野一彌

大阪府

愛知県

東京都

兵庫県

東京都

東京都

和歌山県

東京都

福岡県

神奈川県

０６－６８５－０２２１

０５２－２２１－１８５１

０３－９００－１３００

０７８－５２１－１２２２

03-474-0023

03-607-3260

総合病院南大阪病院

岡山病院

博愛会記念病院

小原病院

北品川総合病院

高山整形外科病院

中村整形外科・外科病院

野村病院

福岡城南病院

港北耳鼻咽喉科病院

員

長
員
員
員
員
員
員
員
員
員

委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

O734-31-0351

0422-47-4848

092-531-7031

0４５－４２１－８９４５

2．ホスピタルショウ委員会

河野稔委員長

青山松次副委員長

大野松次委員

落合勝一郎委員

紀伊國献三委員

澤崎博次委員

高山螢委員

野村秋守委員

安永貞雄委員

吉武泰水委員

品川総合病院

海病院

浜総合病院

路加国際病院

波大学

東逓信病院

山整形外科病院

村病院

東京都

神奈川県

神奈川県

東京都

茨城県

東京都

東京都

東京都

千葉県

福岡県

03-474-0023

0468-65-3133

044-777－３２５１

０３－５４１－５１５１

０２９８－５７－４９１１

０３－４４８－６１１１

03-607-3260

0422-47-4848

0474-57-２２７３

０９２－５４１－１４３１

北
島
京
聖
筑
関
高
野

九州芸術工科大学

3． 定款等諸規定検討委員会

内藤景岳委

石原信吾委

落合勝一郎委

小原知次郎委

財津晃委

員

長
員
員
員
員

総合病院南大阪病院

病院管理研究所

聖路加国際病院

小原病院

長浜赤十字病院

府
都
都
県
県

阪
京
京
庫
賀

大
東
東
兵
滋

O6－６８５－０２２１

０３－２０３－５３２７

０３－５４１－５１５１

０７８－５２１－１２２２

０７４９６－３-２１１１

－１３８－



東京都

東京都

山梨県

0422-47-4848

03-451-8211

0552-53-6131

野村病院

東京都済生会中央病院

国立甲府病院

野村秋守委員

堀内光委員

三宅史郎委員

村上正敏委員 東京都 03-265-0077日本病院会事務局

4．病院情報センター特別委員会

小野田敏郎

青木橲和

青山松次

池田 博

一条勝夫

小野肇

河野稔

士井義行

細ノ'１－郎

堀内光

水野精巳

三宅史郎

三宅浩之

吉岡観八

佼成病院

神奈川県総合
リハビリテーション

烏海病院

東京慈恵会医科大学

自治医科大学

大□病院

北品川総合病院

舞子台病院

静岡赤十字病院

済生会中央病院

豊洲厚生病院

国立甲府病院

関東逓信病院

新千里病院
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東京都 03-383-1281

0462-48-2]11

0468-65-3133

神奈川県

神奈川県

東京都

栃木県

神奈川県

東京都

兵庫県

静岡県

東京都

東京都

山梨県

東京都

大阪府
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02854-4-2111

045-401-3861

03-474-0023

078-782-0055

0542-54-4311

03-451-8211

03-533-6611

0552-53-6131

03-448-6537
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